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公の施設の指定管理者監査の結果報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第７項の規定により，指定管理者の監査を実施した

ので，同条第９項の規定によりその結果を報告します。

記

第１ 監査の期日及び対象

令和 2年 10 月 16 日（金）

① 財部温泉健康センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・（株）メセナ末吉

② 曽於市養護老人ホーム 清寿園 ・・・・・・・・・（社）輪光福祉会

③ 新地公園プール施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（株）メルヘンスポーツ

④ 曽於市立図書館，民俗資料館，郷土館・・・・・(株)シダックス大新東ヒューマンサービス

第２ 指定管理者監査の方法及び着眼点

監査にあたっては，所管課より提出された関係資料により，所管課長，係長及び指定管理者等

から説明聴取を行い，下記の点に主眼をおき監査した。

① 指定管理を行わせる団体の指定は，法，条例等に根拠をおいているか。

② 指定管理者の指定は，適正・公正に行われているか。

③ 管理に関する協定等の締結は，適正に行われているか。

④ 基本協定書及び年度協定書には，必要事項が適正に記載されているか。

⑤ 管理に関する経費の算定，支出の方法，時期，手続等は適正になされているか。

⑥ 事業報告書の点検は適切になされているか。

⑦ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め，調査し，又は指示を行っているか。

⑧ 管理施設は，条例等の定めるところにより適切に管理されているか。

⑨ 協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。

⑩ 施設利用促進のための指定管理者の努力はなされているか。

⑪ 施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また，他の事業との会計区分は

明確になっているか。

⑫ 施設の管理に係る出納関係帳簿等の記帳は適正になされているか。また，領収書等の整備・

保存は適切になされているか。



第３ 監査の結果

基本協定書及び年度協定書に基づく管理業務の内容，収支の状況等について監査した結果，

総体的には適正に管理運営，執行され，指定管理者制度の目的に沿った成果が得られていると

認められた。

１ 指定管理施設の根拠法令等

指定管理施設については，市条例，基本協定書及び年度協定書に基づき概ね適正に管理運

営されていた。

２ 指定管理手続等

指定管理者の選定については，市条例等において特別な理由がある場合に限り非公募とされ

ており，指定管理者制度の本来の目的である，民間事業者等が有するノウハウを活用することによ

り住民サービスの質の向上や経費の節減を図るため，特に営利が生じる施設については公募を原

則とされたい。

３ 関係書類の整備

指定管理施設の帳簿，預金通帳等を確認したが，概ね良く整理・記帳され，管理目的に沿った

支出がなされていた。協定に定められた事業（業務）報告書についても，指定された期日までに提

出されていた。

４ マニュアル等の整備状況

基本協定書等に基づく各種マニュアルの整備については，概ね整備されていたが，一部に整備

されていないマニュアルも見受けられたので指定管理者と協議のうえ作成されたい。また，マニュア

ルについては，緊急の事故や災害等の発生時の対応に活用されたい。

５ 総括

指定管理施設の所管課は，随時，実地調査やモニタリングによる施設の状況把握に努めるととも

に，指定管理者と連絡調整を図りながら施設の効用を最大限に発揮し，合理的な運営ができるよう

に努められたい。

施設の収支会計経理の状況については，定期的に収支状況の確認と点検に努めるとともに，施

設利用料等の収入金の取り扱いについては，職員一人に任せることなく不正防止のため複数の職

員で確認するなど，今後も防止策に努められたい。

また，施設の老朽化に伴い修繕料等が大幅に増えることが予想される中で公共施設等総合管

理計画が策定されているが，今後は個別方策等の適正な実施を望むものである。

所管課においては，例規集に基本協定書及び年度協定書等の標準書式が定められているので，

これらを確認されて施設にあった協定書の作成をさらに検討され，施設の目的に沿った管理運営

に努められたい。

最後に，業務多用な中に，当該監査にご協力いただきました各位に対しまして心から感謝申し

上げます。


